
農地法第１８条第 6 項の通知書添付書類 

 

1． 通知書 ・・・・・・・・・・１部 

 

2． 合意解約書 ・・・・・・・・３部 

（貸人・借人・農業委員会用の各 1部ずつ計３部作成） 
 ※受付後、農業委員会から貸人・借人の両者に送付 

3． 土地の登記全部事項証明書・・１部 

(法務局で発行） 

4． 印鑑証明書（借人のみ）・・・１通 
※慣行小作権のみ 
 

5． 相続関係の分かる書類（未相続の場合） 

   ① 所有者が未相続（相続人の共有）の場合 

    ア 相続関係説明図 

    イ 相続関係戸籍謄本等 
・被相続人が出生し死亡するまでのすべての戸籍謄本 
・相続人全員の戸籍謄本（全部事項証明書） 
・被相続人及び代表相続人の附票 

ウ 念書（相続代表として届出の場合） 

   ② 賃借（小作）人が未相続の場合 
農地借受名義人変更申請書に必要な添付書類を添えて 
耕作権の相続を行ってください。 


